
米代川水系河川整備計画【国管理区間】

パブリックコメントの募集方法について

令和５年１０月３日

国土交通省 東北地方整備局

第12回米代川水系河川整備学識者懇談会 資料－４
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パブリックコメントの進め方（案） 米代川水系

■パブリックコメント開始にあたり、事前に記者会等に投げ込みを行う予定です。

①変更素案の閲覧場所

【変更素案】は、能代河川国道事務所、秋田県、関係自治体で閲覧ができるようにします。
・国機関（４箇所） 能代河川国道事務所、二ツ井出張所、鷹巣出張所、森吉山ダム管理支所、

・県機関（４箇所） 秋田県庁、山本・北秋田・鹿角の各地域振興局

・自治体（９箇所） 能代市、大館市、北秋田市、鹿角市、小坂町、藤里町、上小阿仁村

③ホームページへの掲載と意見募集

・能代河川国道事務所ホームページで【変更素案】を提示するとともに、意見の書き込み欄を設けて意見を
伺います。

④意見用紙の受付（意見箱、ＦＡＸ、メール、郵送）

・意見用紙を準備、素案閲覧場所に併設する意見箱への投函、ＦＡＸ、メール、郵送等により意見を伺います。

⑤公聴会

・意見を聴く会の開催により、直接地域の方の意見を伺います。（能代市、北秋田市、大館市で各１回を予定）
開催日程及び場所におついては、後日ホームページなどによりお知らせします。

②整備計画の概要リーフレット設置場所

【概要リーフレット】は、上記施設に加え広く入手できるよう道の駅に配置します。
・道の駅（６箇所） かづの、ひない、たかのす、大館能代空港、ふたつい、あに
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【参考】 パブリックコメント実施内容案 米代川水系

◆記者発表資料 （案） ◆チラシ等（案）

◆変更素案 閲覧場所（意見箱設置イメージ） ◆意見募集用紙 （案）

１．開催日時及び場所等意見の募集

「米代川水系河川整備計画（国管理区間）（素案）」

２．整備計画変更のポイント

①気候変動の影響による降雨量の増大を見込んだ計画に変更

②全国で頻発する豪雨災害を踏まえた防災・減災の取り組みを追加

３．資料の閲覧及び意見の募集期間

４．米代川水系河川整備計画（変更素案）の閲覧及び意見の募集方法

①各閲覧場所又はホームページにおいて、米代川水系河川整備計画（変更素案）を公表

　米代川水系では、平成17年４月に「米代川水系河川整備計画（国管理
区間）」を策定、平成19年洪水を踏まえて平成22年3月に整備内容の変
更を行っております。しかし、近年の気候変動により、降雨が増大するこ
とが見込まれることから、米代川水系河川整備計画の変更を行います。
　この米代川水系河川整備計画を変更するにあたり、地域の皆様のご意見
を募集するとともに、「公聴会」を開催します。

令和５年10月13日（金）～令和５年11月12日（日）

令 和 ５ 年 〇 月 〇 〇 日

国土交通省 東北地方整備局

能 代 河 川 国 道 事 務 所

米代川水系のこれからの川づくりについてご意見をお聴かせください

～ 米代川水系河川整備計画変更（国管理区間） ～

記者発表資料

⑤お住まいの市町村（例：能代市）

⑥意見

①お名前 ②年齢　　　　　　歳 ③性別　　　男　・　女　　　　　

④川との関わりがありましたらお書きください
　　（例：散歩、釣りなど）

～～～～～～～～～～～～ここから下は公表します～～～～～～～～～～～～～

FAXの場合 能代河川国道事務所 流域治水課

０１８５－７０－１１４１

米代川水系河川整備計画【国管理区間】（変更素案）に関する

〒016-0121
秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１

東北地方整備局能代河川国道事務所 流域治水課 宛

意 見 書

お近くの意見箱へ投函いただくか、

FAXや郵送でもお受けいたします

（ふりがな）
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米代川水系河川整備計画（変更）の今後のスケジュール（案） 米代川水系

第12回米代川水系河川整備学識者懇談会

河川整備計画【変更素案】

河川整備計画【変更原案】

第13回米代川水系河川整備学識者懇談会

令和５年１０月３日

米代川水系河川整備計画の変更

関係機関意見

令和５年１１月予定

令和５年１１末予定

意見

意見

令和５年１０中旬
～１１月中旬

■パブリックコメント（３０日間実施予定）
〇変更素案の閲覧方法
・ホームページへ掲載し閲覧
・県や市町村へ設置し閲覧
〇住民からの意見募集
・意見箱による募集
・インターネットによる募集
・ＦＡＸによる募集
〇公聴会（能代市、北秋田市、大館市）


